
について指導・援助した。

ウ その他の民間団体に対する指導育成

（財）日本交通安全教育普及協会その他の民間交

通安全団体の育成に努めるとともに，広く交通安

全に関係する団体が行う広報啓発資料の作成，研

修会の開催，調査研究の実施等交通安全に関する

事業について指導・援助した。

（２）地域交通安全活動推進委員に対する指導等

平成１３年３月末現在，全国で約１万９，７００人の

地域交通安全活動推進委員（以下「推進委員」と

いう。）が委嘱されているが，推進委員による適

正な交通の方法及び交通事故防止について住民の

理解を深めるための住民に対する交通安全教育，

地域においての安全かつ円滑な交通を確保するた

めの広報啓発活動，地域において活動する団体又

は個人に対する協力要請活動，住民からの相談を

受ける活動等を適正かつ効果的に推進することが

できるよう指導を行うとともに，推進委員が組織

する地域交通安全活動推進委員協議会において，

推進委員相互の連携，必要な情報の提供，関係機

関との連絡調整等を十分に行うことができるよ

う，指導している。特に，推進委員は交通安全教

育指針に従って交通安全教育を行うこととされて

いることから，同指針の解説書，推進委員用マニ

ュアル等を活用するほか，交通安全活動推進セン

ターが実施する研修等を通じて指針についての理

解を深めさせ，推進委員による効果的かつ適切な

交通安全教育の実施に取り組んでいる。

（３）民間交通指導員に対する指導

地域における交通事故防止を徹底するため，地

方公共団体，民間交通安全団体からの委嘱等を受

けて，ボランティア活動として子供，高齢者等に

対する交通安全指導を行っている民間交通指導員

について，その活動が効果的に推進されるよう育

成指導に努めた。

（４）交通安全総点検の実施

交通の安全は，人・道・車の調和が図られるこ

とにより保たれるものであり，利用する人の視点

に立ってとらえられるべき課題である。このよう

な観点から，地域の人々や道路利用者の主体的な

参加の下，道路交通環境の点検を行い，行政と住

民・企業など地域が一体となった取組を通じて，

交通の安全確保を目指す交通安全総点検を推進し

た。

第３節 安全運転の確保

１ 運転免許保有者数及び運転免許試験の実施状

況

（１）運転免許保有者数

平成１３年１２月末現在の運転免許保有者数は，前

年に比べて約８６万人（１．２％）増加して約７，５５５万

人となった。このうち，男性は約２８万人（０．６％）

増加して約４，４１４万人，女性は男性の増加数を上

回る約５９万人（１．９％）増加して約３，１４１万人とな

り，その構成比は男性５８．４％，女性４１．６％となっ

た（第１－１１表）。

また，年齢層別の増加数では，６５歳以上の高齢

者が約４５万人（６．３％）増加し，増加数の約５２％

を占めている。

運転免許の取得可能な１６歳以上の人口に占める

運転免許保有者数の割合は，７０．２％（男性８４．６％，

女性５６．６％）となり，年齢層別では，３０～３４歳の

年齢層が９４．７％（男性９８．７％，女性９０．７％）で最

も多く，次いで３５～３９歳の年齢層となっている（第

１－２７図）。

運転免許の種類別保有者数は，第一種普通免許

保有者が約６，５３４万人で全体の８６．５％を占めてお

り，対前年増加率も１．６％と高くなっている（第１

－１２表）。

身体障害者の運転免許については，運転できる

車両の限定の条件が付されているものが延べ２８万

３，１１９件，補聴器使用の条件が付されているもの

が延べ４万５，８９９件となっている。

なお，平成１３年中の国外運転免許証の交付件数

は３８万１，８８６件で，前年に比べ９，１９１件（２．４％）

減少した。また，外国の行政庁の運転免許を有す

る者については，一定の条件の下に運転免許試験

のうち技能試験及び学科試験を免除することとさ

第２章 道路交通安全施策の現況
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第１－27図　年齢層別・男女別運転免許保有状況（平成13年12月末現在）�

注　１　警察庁資料による。�

　　２　人口は，平成13年10月１日現在の総務省推計人口による。ただし，単位未満は四

捨五入しているため，合計と内訳が一致しないことがある。�

　　３　（　）内は，当該年齢層人口に占める運転免許保有者数の割合（％）である。�

れており，１３年の当該免除に係る我が国の運転免

許の件数は２万７，７２６件に上っている。

（２）運転免許試験の実施状況

ア 運転免許試験の概況

平成１３年中の運転免許試験の受験者数は４４６万

６，６１５人で，前年に比べて１１万７，２６３人（２．６％）

減少した。また，合格者数は２９４万７，８６６人で，前

年に比べて７万９，５０６人（２．６％）減少した。

このうち，普通免許の受験者数は２６４万３，６７６人

（合格者数１９５万２８６人）で，前年に比べ３．４％減

少（合格者２．８％減少），大型二輪免許及び普通二

輪免許については４９万７，０３１人（合格者数３７万

第１－１１表 運転免許保有者数の推移
（各年１２月末現在）

年

保有者数 対前年増減率 人口に対する割合

全体
人 員 構成率

全体 男性 女性 全体 男性 女性
男性 女性 男性 女性

千人 千人 千人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
平成９年 ７１，２７１ ４２，５７８ ２８，６９３ ５９．７ ４０．３ ２．０ １．４ ２．８ ６７．７ ８３．３ ５３．０
１０ ７２，７３３ ４３，２２３ ２９，５１０ ５９．４ ４０．６ ２．１ １．５ ２．９ ６８．６ ８４．１ ５４．１
１１ ７３，７９３ ４３，６０１ ３０，１９２ ５９．１ ４０．９ １．５ ０．９ ２．３ ６９．３ ８４．５ ５５．０
１２ ７４，６８７ ４３，８６６ ３０，８２１ ５８．７ ４１．３ １．２ ０．６ ２．１ ６９．９ ８４．７ ５６．０
１３ ７５，５５１ ４４，１４３ ３１，４０７ ５８．４ ４１．６ １．２ ０．６ １．９ ７０．２ ８４．６ ５６．６

注 １ 警察庁資料による。
２ 運転者管理センターにおける集計数である。
３ 人口に対する割合（％）は，１６歳以上の運転免許適齢人口に占める運転免許保有者数の割合であ
る。
なお，人口は，各年１０月１日現在の総務省推計人口（平成１２年は国勢調査）による。
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第１－28図　運転免許試験の概況（平成13年）�

注　１　警察庁資料による。�

　　２　仮免許試験を除く。�

　　３　（　）内は合格率（％）。�

８，８６４人）で，前年に比べ２．１％増加（合格者４．２％

増加），原付免許については６１万７，１９９人（合格者

数３５万８，９６５人）で，前年に比べ６．８％減少（合格

者９．７％減少）した（第１－２８図）。

イ 身体障害者の運転免許取得

身体障害者に対しては，安全運転を確保するた

めに必要な範囲で条件を付して運転免許を与える

こととしており，運転免許試験を受けようとする

場合は，事前に運転適性相談に応じ適切な助言を

行うこととしている。平成１３年中の相談件数は２

万７２３件であった。

２ 運転者教育等の充実

（１）運転免許を取得しようとする者に対する教

育の充実

ア 自動車教習所における教習の充実

! 指定自動車教習所における教習の充実

平成１３年末現在における指定自動車教習所数は

１，４９９箇所で，これらの指定自動車教習所で技能

第１－１２表 種類別運転免許保有者数
（各年１２月末現在）

免許種別
平成１３年 平成１２年 対前年比

全 体 うち男性 うち女性 構 成 率 全 体 構 成 率 増 減 数 増 減 率

第
二
種
免
許

千人 千人 千人 ％ 千人 ％ 千人 ％
大 型 １，１９２ １，１８３ ８ １．６ １，２０２ １．６ －１１ －０．９
普 通 １，２２６ １，１９７ ２９ １．６ １，２４０ １．７ －１４ －１．１
大 特 １ １ ０ ０．０ １ ０．０ ０ －１．０
け ん 引 ０．４ ０．４ ０ ０．０ ０．４ ０．０ ０ ０．９
小 計 ２，４１９ ２，３８２ ３８ ３．２ ２，４４４ ３．３ －２５ －１．０

第
一
種
免
許

大 型 ４，２５０ ４，１４３ １０７ ５．６ ４，１９３ ５．６ ５７ １．３
普 通 ６５，３４４ ３６，０３５ ２９，３０８ ８６．５ ６４，３２６ ８６．１ １，０１７ １．６
大 特 ５ ４ ０．５ ０．０ ５ ０．０ ０ ７．０
大自二・普自二 ４６８ ３８７ ８１ ０．６ ４９９ ０．７ －３１ －６．２
小 特 １９７ １０３ ９４ ０．３ ２１６ ０．３ －１９ －８．７
原 付 ２，８６８ １，０８８ １，７７９ ３．８ ３，００３ ４．０ －１３５ －４．５
小 計 ７３，１３１ ４１，７６１ ３１，３７０ ９６．８ ７２，２４３ ９６．７ ８８８ １．２

合 計 ７５，５５１ ４４，１４３ ３１，４０７ １００．０ ７４，６８７ １００．０ ８６３ １．２

注 １ 警察庁資料による。
２ ２種類以上の運転免許を受けている者については，運転免許の種類欄の上位の運転免許の種類に
よって計上した。
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検定に従事している技能検定員は１万７，９０８人，

学科又は技能の教習に従事している教習指導員は

３万７，９４９人である。

一方，平成１３年中に指定自動車教習所を卒業し

た者は１９９万１，４８０人で，前年に比べ２万７，９９４人

（１．４％）減少したが，新たに運転免許（原付免

許等を除く。）を受けた者の９４．８％を占めている。

このように指定自動車教習所における教習は，初

心運転者教育の中心的役割を果たしている。

指定自動車教習所は，常に教習水準の向上を図

るとともに，適正な運営により，安全運転に必要

な技能と知識はもとより社会的責任を身に付けた

健全な交通社会人としての運転者を養成するもの

でなければならない。

各都道府県公安委員会では，教習水準の向上等

を図るため，指定自動車教習所の管理者及び教習

指導員等に対する定期的な講習や研修を通じ，そ

の資質及び能力の向上を図るとともに，教習及び

技能検定等について定期又は随時の検査を行うこ

ととしているほか，教習施設及び教習資器材等の

整備等についても指導を行うなど，指定自動車教

習所に対する指導監督を行っている。

また，交通状況の変化に迅速，的確に対応し，

安全運転を実践する運転者を育成するため，常に

教習内容を見直し，その充実に努めている。

さらに，平成１４年道路交通法施行令改正によ

り，大型第二種免許及び普通第二種免許につい

て，体系的教育の導入及び免許取得機会の拡大の

観点から，指定自動車教習所における教習及び技

能検定制度を導入した（平成１４年６月１日施行）。

! 指定自動車教習所以外の自動車教習所

における教習水準の向上

公安委員会では，指定自動車教習所以外の届出

自動車教習所に対して必要な助言等を行い，教習

水準の維持向上を図っている。また，特定届出自

動車教習所に対しても，教習の課程の指定を受け

た教習の適正な実施等を図るため，指導等を行っ

ている。

イ 取得時講習の充実

普通免許，大型二輪免許又は普通二輪免許を受

けようとする者は，普通車講習，大型二輪車講習

又は普通二輪車講習のほか，応急救護処置講習の

受講が義務付けられている。

普通車講習，大型二輪車講習及び普通二輪車講

習は，運転に係る危険の予測等安全な運転に必要

な技能及び知識について，応急救護処置講習は，

気道確保，人工呼吸，心臓マッサージ等に関する

知識について行うこととしている。平成１３年に

は，普通車講習を２万１，４１５人，大型二輪車講習

を８５４人，普通二輪車講習を４，４５６人，応急救護処

置講習を２万２，５３３人が受講した。

また，原付免許を受けようとする者に対して

は，原付の運転に関する実技訓練等を内容とする

原付講習が義務付けられている。平成１３年には３５

万２，６９６人が受講した。

さらに，平成１３年道路交通法改正により，第二

種免許取得者の水準の向上の観点から，大型第二

種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に

対しても，応急救護処置講習を含む講習が義務付

けられることとなった（１４年６月１日施行）。

（２）運転者に対する再教育等の充実

ア 初心運転者対策の推進

運転者の安全運転意識を向上させるための教育

は，運転免許取得時はもちろんのこと，運転免許

取得後も継続して実施されなければならない。

運転免許取得後の経過年数別に交通死亡事故件

数の内訳をみると，運転免許取得後の経過年数の

短い者（大部分が若者である。）が死亡事故を引

き起こしているケースが多く，再度運転者教育が

必要なことを示唆している（第１－２９図）。

このため，初心運転者期間制度を設けており，

普通免許，大型二輪免許，普通二輪免許又は原付

免許を受けてから１年に達することとなる日まで

の間を初心運転者期間とし，この期間中にこれら

の免許を受けた者が，違反行為をして法令で定め

る基準に該当することとなったときは，公安委員

会の行う初心運転者講習を受講することができる

こととするとともに，この講習を受講しなかった

者及び受講後更に違反行為をして政令で定める基

準に該当することとなった者は，初心運転者期間
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第１－29図　自動車等による死亡事故発生件数（第１�
　　　　　　当事者）の免許取得経過年数別内訳（平成13年）�

注　警察庁資料による。�

経過後に公安委員会の行う再試験を受けなければ

ならないこととしている。

初心運転者講習は，少人数のグループ編成によ

る個別参加型の形態で行われ，路上訓練や運転シ

ミュレーターを活用した危険の予知，回避訓練を

取り入れるなど実践的な内容となっている。

イ 運転者に対する各種の再教育の充実

! 更新時講習

運転免許証の更新を受けようとする者は，更新

時講習を受けなければならないこととされてい

る。更新時講習は，更新の機会を捉えて定期的に

教育を行うことにより，安全な運転に必要な知識

を補い，運転者の安全意識を高めることを目的と

しており，受講対象者の区分に応じ，一般運転者

講習と優良運転者等講習とに分かれている。一般

運転者講習では，教本やビデオ等の視聴覚教材等

を使用して交通事故の実態，運転者の心構え，安

全運転の知識等について説明を行うほか，運転適

性検査器材等を用いて運転適性についての診断と

指導を行っている。

一般運転者講習については，高齢者，若者，二

輪車等受講者の態様に応じた特別学級を編成し，

受講者の態様に応じた内容の講習となるよう努め

ている。平成１３年には，約４１２万人が一般運転者

講習を受講し，このうち約２４万人がこの特別学級

による講習を受講した。

優良運転者等講習においても，ビデオ等の視聴

覚教材を効果的に活用するなどし，受講者が安全

運転の知識等を習得できるように工夫している。

平成１３年には，約１，６２３万人が受講した。

また，一定の基準に適合する講習（特定任意講

習）を受講した者は，更新時講習を受講する必要

がないとされている。特定任意講習では，地域，

職種等が共通する運転者を集めて，その態様に応

じた講習を行っている。平成１３年には，約３万人

が受講した。

なお，講習内容の一層の充実を図るため，平成

１３年道路交通法改正により，優良運転者，一般運

転者又は違反者運転者等の区分に応じて講習を行

うこととされた（平成１４年６月１日施行）。

" 取消処分者講習

取消処分者講習は，運転免許の取消し等の処分

を受けた者を対象に，その者に自らの危険性を自

覚させ，その特性に応じた運転の方法を助言・指

導することにより，これらの者の運転態度の改善

を図ろうとするものである。運転免許の取消し等

の処分を受けた者が免許を再取得しようとする際

には，この講習の受講が受験資格となっている。

この講習は，受講者が受けようとしている免許の

種類に応じて四輪運転者用講習と二輪運転者用講

習に分けて行うこととしている。講習に当たって

は，心理的・性格適性検査に基づくカウンセリン

グ，グループ討議，自動車等の運転や運転シミュ

レーターの操作に基づく指導を行うなど個別的，

具体的な指導を行い，運転時の自重・自制を促す

こととしている。

平成１３年中の取消処分者講習の受講者は３万

７８４人であった。

# 停止処分者講習

停止処分者講習は，運転免許の効力の停止又は

保留等の処分を受けた者を対象に，その者の申出

により，その者の危険性を改善するための教育と

して行われるものである。受講者については，講

習終了後の考査の成績によって，行政処分の期間

が短縮されることとなっている。

この講習は，行政処分の期間に応じて短期講

習，中期講習，長期講習に分けて行うこととし，
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二輪学級，飲酒学級，速度学級等受講者の態様に

応じた特別学級を編成するなどして，その充実を

図ることとしている。

講習に当たっては，道路交通の現状，交通事故

の実態に関する講義，自動車等の運転や運転シミ

ュレーターの操作に基づく指導等を行うこととし

ている。

平成１３年中の停止処分者講習の受講者は８４万

４，９９５人であった。

! 違反者講習

違反者講習は，軽微違反行為（３点以下の違反

行為）をして一定の基準（累積点数で６点になる

など）に該当することになった者に対し，義務付

けられているもので，受講した者については，運

転免許の効力の停止等の行政処分を行わないこと

とされている。この講習においては，講習を受け

ようとする者からの申出により，運転者の資質の

向上に資する活動の体験を含む課程又は自動車等

の運転シミュレーターを用いた運転について必要

な適性に関する調査に基づく個別指導を含む課程

を選択することができることとしている。運転者

の資質の向上に資する活動としては，これまで

に，歩行者の安全通行のための通行の補助誘導，

交通安全の呼びかけ，交通安全チラシの配布等の

広報啓発等が行われている。

平成１３年中の違反者講習の受講者は１９万８，３５６

人であった。

" 自動車教習所における交通安全教育

自動車教習所は，地域住民のニーズに応じ，地

域住民に対する交通安全教育を行っており，地域

における交通安全教育機関としての役割を果たし

ている。具体的には，運転免許を受けている者を

対象として，運転の経験や年齢等の区分に応じた

いわゆるペーパードライバー教育，高齢運転者教

育等の交通安全教育を行っている。こうした教育

のうち，一定の基準に適合するものについては，

その水準の向上と免許取得者に対する普及を図る

ため，都道府県公安委員会の認定を受けることが

できることとされており，平成１３年１２月末現

在，１万２，２２７件が認定されている。

（３）二輪車安全運転対策の推進

ア 普通二輪車講習及び大型二輪車講習

普通二輪免許を受けようとする者は普通二輪車

講習を，大型二輪免許を受けようとする者は大型

二輪車講習を受講することが義務付けられている。

講習に当たっては，二輪車の運転に係る危険の

予測等安全な運転に必要な技能及び知識について

行うこととしている。

イ 二輪車に係る特別学級の推進

取消処分者講習，停止処分者講習において，二

輪免許を保有する者を対象とした特別学級の編成

を推進し，二輪車の交通事故の特徴や安全な二輪

車の運転方法等を内容とする講習を行っている。

ウ 二輪免許交付時講習

二輪車による交通事故を防止するため，主に二

輪免許を新規取得した青少年層を対象として，免

許証が交付される間における待ち時間を活用した

二輪車の安全運転に関する講習を行っている。

エ 二輪運転者講習に対する協力

警察では，各都道府県の二輪車安全運転推進委

員会が（社）二輪車安全普及協会の協力を得て行っ

ている二輪車安全運転講習及び原付等安全講習に

対し，講師として警察官等を派遣するなどの協力

を行っている。

（４）高齢運転者対策の充実

ア 高齢者講習等

高齢者については，一般的に身体的な機能の低

下が認められるが，これらの機能の変化を必ずし

も自覚しないまま運転を行うことが高齢者による

交通事故の一因となっていると考えられる。この

ため，免許証の更新を受けようとする者で更新期

間が満了する日における年齢が７５歳以上の者は，

高齢者講習が義務付けられている。

高齢者講習は，受講者に実際に自動車等の運転

をしてもらうことや運転適性検査器材を用いた検

査を行うことにより，運転に必要な適性に関する

調査を行い，受講者に自らの身体的な機能の変化

を自覚してもらうとともに，その結果に基づいて

助言・指導を行うことを内容としている。この講

習を受講した者は，更新時講習を受講する必要が
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ないこととされている。平成１３年中の高齢者講習

の受講者は３９万８，９２７人であった。

なお，平成１３年道路交通法改正により，高齢者

講習の受講を要する者の範囲が７０歳以上に拡大さ

れた（１４年６月１日施行）。

高齢者講習

イ 更新時講習における高齢者学級の編成

更新時講習においては，６５歳以上７５歳未満の者

を対象とした高齢者学級を編成し，高齢運転者の

運転特性や交通事故の特徴等を内容とする高齢者

に対応した講習を行っている。

ウ 高齢運転者標識

高齢運転者の安全を確保するためには，運転者

自身が安全な運転を心掛けるばかりでなく，周囲

の運転者が高齢者に思いやりのある運転をするこ

とが重要であることから，７５歳以上の者が運転す

る普通自動車が，高齢運転者標識を付けていると

きは，他の車両が幅寄せをしたり，割り込みをし

たりすることが禁止されている。

（５）シートベルト及び乗車用ヘルメットの正し

い着用の徹底

シートベルト及び乗車用ヘルメットの正しい着

用の徹底を図るため，関係機関・団体と連携し，

各種講習・交通安全運動等あらゆる機会を通じ

て，着用効果の啓発等着用推進キャンペーンを積

極的に行うとともに，シートベルト着用義務違反

及びヘルメット着用義務違反に対する街頭での指

導取締りの充実を図っている。

（６）自動車安全運転センターの業務の充実

自動車安全運転センターは，道路の交通に起因

する障害の防止及び運転免許を受けた者等の利便

の増進に資することを目的として，次のような業

務を行っている。

ア 交通事故証明業務

交通事故当事者等の求めに応じて，交通事故の

発生日時，場所，当事者の住所，氏名等を記載し

た交通事故証明書を交付している。

イ 運転経歴証明業務

運転者の求めに応じて運転経歴証明書を交付

し，運転者の利便を図っている。運転経歴証明書

は，企業等における安全運転管理を進める上での

有効な資料としての利用価値が高いことから，運

転経歴証明書の活用による具体的な安全運転管理

の進め方についての手引書を配布するなど，その

活用を推進している。

また，運転経歴証明書のうち，無事故・無違反

証明書又は運転記録証明書の交付申請をした者

（過去１年以上の間，無事故・無違反で過ごした

者に限る。）に対して，証明書に加え SD（SAFE

DRIVER）カードを交付し，安全運転者であるこ

とを賞揚するとともに，安全運転を促している。

ウ 累積点数通知業務

交通違反等の累積点数が運転免許の停止処分又

は違反者講習を受ける直前の水準に達した者に対

して，その旨を通知し安全運転の励行を促してい

る。

エ 安全運転研修業務

安全運転中央研修所では，高速周回路，中低速
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周回路，模擬市街路及び基本訓練コースのほか，

スキッドパン，モトクロス，トライアルコース等

の特殊な訓練コースを備えており，実際の道路交

通現場に対応した安全運転の実践的かつ専門的な

知識，技能についての体験的研修を行い，安全運

転教育について専門的知識を有する交通安全指導

者や高度な運転技能と知識を有する職業運転者，

安全運転についての実践的な能力を身に付けた青

少年運転者の育成を図っている。平成１３年度に

は，延べ５万７，１９８人日の研修を実施した。

オ 調査研究業務

高速自動車国道における自動二輪車の交通管理

の在り方に関する調査研究等，自動車等の安全な

運転に必要な技能及び交通事故の防止等に関する

調査研究を行った。

（７）事業用自動車の運転者教育の充実

事業用自動車の乗務員に対する交通安全教育の

充実を図るため，自動車運送事業者及び運行管理

者に対し乗務員の指導監督を義務付けた。また，

初任，高齢及び重大事故惹起乗務員に対し，特別

の指導を行うよう義務付けるとともに，指導内容

の具体的な指針を示した。

（８）自動車事故対策センターによる自動車運送

事業等に従事する運転者に対する適性診断の

充実

事業用自動車の乗務員の運転適性に対する自覚

を促すため，初任，高齢及び重大事故惹起乗務員

に対し，適性診断の受診を義務付けた。また，自

動車事故対策センターを適性診断実施機関として

指定した。

（９）交通事犯被収容者に対する教育活動等の充

実

ア 交通事犯受刑者に対する教育活動

交通事犯受刑者のうち禁錮受刑者については，

交通事犯以外の犯罪による受刑歴がないこと，刑

期がおおむね３月以上であることなど一定の基準

を満たす者を，交通事犯禁錮受刑者の収容施設に

収容し，可能な限り一般の社会生活に近い環境の

下で，円滑な社会復帰と再犯防止を図るため，人

命尊重を基調とした遵法精神，責任観念その他の

徳性をかん養すること及び自主自立の精神を体得

させることを目的とした教育活動を実施している。

また，市原刑務所，加古川刑務所及び西条刑務

支所においては，交通事犯懲役受刑者について

も，一定の基準によってこれを収容し，禁錮受刑

者に対する処遇に準じた処遇を試行している。

これらの交通事犯受刑者収容施設では，運転適

性が著しく欠如している者及び自動車運転の職業

から転職を希望する者に対しては，必要な職業情

報の提供，職業選択の指導，基礎的な職業技術指

導等を行っている。運転適性があり，かつ，出所

後も運転業務に就くことを希望する者に対して

は，徹底した交通道徳教育を実施するほか，交通

法規，自動車構造を始めとする専門学科の教育及

び運転技術の実習を行うなど，体系的な交通安全

教育の実施に努めている（第１―１３表）。

イ 交通事犯少年に対する教育活動

平成１３年中に少年院送致決定を受けて少年院に

新たに収容された少年のうち，本件非行名が「道

路交通法」となっている少年は，６０７人（速報値）

であり，これは新収容者全体の１０．１％を占めている。

各少年院においては，交通事犯少年に対して，

各少年の個別的な問題性に応じた交通安全に関す

る指導を重点的に行い，視聴覚教材を始めとする

様々な教材を利用しながら，人命尊重の精神と遵

法精神のかん養に重点を置いた交通安全教育を実

施するとともに，非行の背景にある生活態度上の

問題を自覚させ，主体的な変容を図るための生活

指導や，将来の生活設計を確立させるための進路

指導，職業指導等の充実を図るなど，再非行防止

のための教育活動を実施している。

第１－１３表 交通事犯受刑者の収容施設への年次別新
収容人員

（人）

年 平成９年 １０年 １１年 １２年 １３年

禁錮 １２２ ８８ １２３ １４５ １７１

懲役 ７９８ ７５４ ８０４ ８０７ ８５７

総数 ９２０ ８４２ ９２７ ９５２ １，０２８

注 法務省資料による。
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ウ 交通事犯少年に対する資質鑑別

少年鑑別所においては，交通事犯少年の特性の

的確な把握，より適切な交通鑑別方式の在り方等

について，専門的立場からの研究を活発化すると

ともに，CRT運転適性検査や法務省式運転態度

検査等の活用により，交通事犯少年に対する資質

鑑別の一層の適正・充実化を図っている。

（１０）交通事犯者に対する保護観察の充実

平成１２年において，交通事犯により保護観察に

付された者は３万６，２２８人であり，これらの者に

対しては，遵法精神のかん養，安全運転態度の形

成等を目的とした個別処遇を中心とする交通保護

観察を実施している。また，家庭裁判所において

交通事犯により保護観察に付された少年のうち，

事犯の内容が比較的軽微な少年に対しては，集団

処遇を中心とした特別な処遇を短期間に集中して

行う交通短期保護観察を実施した。

（１１）悪質危険な運転者の早期排除等

ア 運転免許の拒否及び保留

運転免許試験に合格した者が，過去に無免許運

転等の交通違反をしたり，交通事故を起こしたこ

とがあるときは，点数制度によって免許を拒否し

又は６月を超えない範囲で免許を保留することと

されている。

平成１３年中における新規免許の拒否件数は４７９

件で，保留件数は５，２２０件であった。

なお，運転免許の欠格事由の見直し等に伴う平

成１３年道路交通法改正により，一定の病気にか

かっている者等については，免許を拒否し，又は

６月を超えない範囲で免許を保留することができ

ることとされた（１４年６月１日施行）。

イ 運転免許の取消し及び停止

運転免許を受けた者が，免許取得後に交通違反

を犯し又は交通事故を起こしたときは点数制度に

より，また，精神病，麻薬中毒等一定の事由に該

当することとなったときには点数制度によらない

で，その者の免許を取消し又は６月を超えない範

囲で免許の効力を停止する処分を行うこととされ

ている（第１－１４表）。

なお，運転免許の欠格事由の見直し等に伴う平

成１３年道路交通法改正により，精神病，麻薬中毒

等に係る欠格事由が廃止されるとともに，一定の

病気にかかっている者等については，免許を取り

消し，又は６月を超えない範囲で免許の効力を停

止することができることとされた（１４年６月１日

施行）。

ウ 重大違反唆し等行為に対する措置

暴走行為を指揮した暴走族のリーダーのように

自ら運転していないものの，運転者を唆して共同

危険行為等重大な道路交通法違反をさせた者に対

しても，運転免許の取消し等を行っている。

３ 運転免許制度の改善

（１）運転免許制度の改善

ア 指定自動車教習所の教習課程等の見直し

運転免許取得に伴う国民の負担の軽減を図りつ

つ，指定自動車教習所の教習課程等をより効果

的，効率的かつ実践的なものにするため，学科教

習項目の統合や技能教習項目への移行，技能教習

の段階の合理化等により教習課程を短縮し，ま

た，１日の技能教習の限度時限数を仮免許取得後

第１－１４表 運転免許の取消し，停止件数
（平成１３年，件）

取消し

停 止

合 計うち初心
取消

９０日以上 ６０日 ３０日 計

４４，３８７ １１，０６４ １２６，８７１ １６２，６４６ ７３８，３７６ １，０２７，８９３ １，０７２，２８０

注 １ 警察庁資料による。
２ 「初心取消」とは，平成元年の道路交通法改正により導入された初心運転者期間
制度による取消しである。
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の段階では教習を連続して行わないという条件で

２時限から３時限に延長している。

イ 運転免許試験の見直し

道路交通の安全を損なわずに効率よく運転免許

を取得することができるようにするため，普通仮

免許の技能試験の課題である方向変換又は縦列駐

車を，普通免許の技能試験の課題へ移行している。

運転免許試験のうち，学科試験をより実践的な

ものとするため，イラストを使用して現実の交通

場面での危険の認知力・判断力を問う問題を導入

している。

なお，技能試験については，現行では普通免許

のみ路上試験が導入されているが，平成１３年道路

交通法改正により，大型第二種免許及び普通第二

種免許についても路上試験を導入し，実際の道路

において第二種免許取得者が直面する交通状況を

想定した技能試験を行うこととされた（１４年６月

１日施行）。

ウ 優良運転者に係る免許証の有効期間の特

例

継続して免許を有する期間が５年以上であり，

かつ，５年間無違反である者を優良運転者と定義

し，優良運転者については免許証の有効期間にメ

リット制を導入している。

なお，平成１３年道路交通法改正により，運転行

動に大きな問題があったとは認められない一般の

運転者について，有効期間を５年に延長すること

とされた。また，有効期間の末日についても，更

新期間を従来の誕生日までの１か月間から誕生日

をはさんだ２か月間に延長するため，誕生日から

起算して１月を経過する日とされた（１４年６月１

日施行）。

エ 第二種免許の範囲の見直し

平成１３年道路交通法改正により，第二種免許を

必要とする範囲について，交通事故実態を踏ま

え，高度な運転能力を求めるべきか等といった観

点から見直しを行い，無償旅客自動車運送事業に

ついて第二種免許を不要とする（１４年６月１日施

行）とともに，自動車運転代行業について新たに

義務付けた（１６年６月１９日までに施行）。

（２）運転免許業務運営の合理化

運転免許証の偽変造防止，交通警察業務の合理

化・効率化等を図る観点から，高度なセキュリテ

ィ機能を有する電子技術を応用した運転免許証の

ICカード化について，その導入に向けて，技術

的な規格の在り方の検討を行った。

なお，平成１３年道路交通法改正により，運転免

許証の ICカード化を可能とするための規定の整

備が行われた（１４年６月１日施行）。

４ 安全運転管理の推進

安全運転管理者及び副安全運転管理者に対する

講習を充実するなどにより，これらの者の資質及

び安全意識の向上を図るとともに，事業所内で交

通安全教育指針に基づいた交通安全教育が適切に

行われるよう安全運転管理者等を指導した。

また，安全運転管理者等の未選任事業所の一掃

を図り，企業内の安全運転管理体制を充実強化

し，安全運転管理業務の徹底を図った。

（１）安全運転管理者等の現況

安全運転管理者は，道路交通法により，自動車

を５台以上使用する又は乗車定員１１人以上の自動

車を１台以上使用する事業所等において選任が義

務付けられており，また，自動車を２０台以上使用

する事業所には，その台数に応じ，副安全運転管

理者を置くことが義務付けられている（第１－１５

表）。

安全運転管理者・副安全運転管理者の年齢別構

成では４０歳代と５０歳代が多く，職務上の地位別構

成では，安全運転管理者については課長以上が半

数を占め，副安全運転管理者についても課長以上

が約４割を占めている（第１－１６表）。

（２）安全運転管理者等に対する講習の実施状況

都道府県公安委員会は安全運転管理者の資質の

向上を図るため，毎年１回，自動車及び道路交通

に関する法令の知識，安全運転に必要な知識，安

全運転管理に必要な知識等を内容とした講習を実

施している。

平成１２年度における安全運転管理者講習は
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２，２９１回実施され，全受講対象者の９７．３％に当た

る３３万９，９２３人が受講し，また，副安全運転管理

者講習は延べ１，６４４回実施され，全受講対象者の

９７．９％に当たる５万２，４８０人が受講した（第１－１７

表）。

（３）安全運転管理者協議会等に対する指導育成

企業等における自主的な安全運転管理を推進す

るとともに，安全運転管理者等の資質の向上を図

るため，安全運転管理者等の組織化，自主的な研

究会の開催，自動車安全運転センター安全運転中

央研修所における研修の実施，無事故無違反運動

等に対する指導育成等を行っている。

都道府県ごとに組織されている安全運転管理者

協議会に対しては，安全運転管理者等研修会の開

催，事業所に対する交通安全診断等の実施を始

め，交通安全教育資料及び機関誌（紙）の発行等

について積極的に指導したほか，同協議会の自主

的活動の促進を図っている。また，同協議会は，

全国交通安全運動等を推進するとともに，職域に

おける交通安全思想の普及活動に努めている。

第１－１５表 安全運転管理者等の年次別推移
（各年３月末）

年 事 業 所
安全運転管理
者

副安全運転管
理者

管理下運転者
数

管理下自動車
台数

箇所 人 人 人 台
平成９年 ３５０，６６２ ３５０，９６１ ５１，０１２ ５，７５０，２５１ ４，３４８，７５０
１０ ３５４，３５５ ３５４，６００ ５２，４８６ ５，８５９，２７７ ４，４１８，３６２
１１ ３５５，８０４ ３５５，８０６ ５３，２７８ ６，０２７，１８５ ４，４８４，４５９
１２ ３５４，７０７ ３５４，７０７ ５４，３３７ ６，００８，４４０ ４，５３１，９１６
１３ ３５１，９６４ ３５１，９６４ ５４，６９３ ６，１２６，８８０ ４，５２２，１５２

注 警察庁資料による。

第１―１６表 年齢層別及び職務上の地位別正・副安全運
転管理者数

（平成１３年３月末）

年齢層別
安全運転管理者 副安全運転管理者

人員（人） 構成率（％） 人員（人） 構成率（％）

２０～２９歳 １０，０４９ ２．９ ２，３０３ ４．２
３０～３９ ５０，７０９ １４．４ ９，９５３ １８．２
４０～４９ １０８，０３９ ３０．７ １９，４４２ ３５．５
５０～５９ １３３，８４１ ３８．０ ２０，２０２ ３６．９
６０歳以上 ４９，３２６ １４．０ ２，７９３ ５．１

課長以上 １７４，４７８ ４９．６ ２４，０９２ ４４．０
係長 ３２，４３３ ９．２ １２，３３９ ２２．６
主任 ２７，１７５ ７．７ ７，９３８ １４．５
使用者 ７８，８９７ ２２．４ １，０９７ ２．０
その他 ３８，９８１ １１．１ ９，２２７ １６．９

合 計 ３５１，９６４ １００．０ ５４，６９３ １００．０

注 警察庁資料による。

第１－１７表 正・副安全運転管理者講習の年度別実施状況
（各年度末現在）

年 度

安全運転管理者 副安全運転管理者

実施回数
受講対象
者数
（Ａ）

受講者数
（Ｂ）

受 講 率
（Ｂ）／（Ａ）

実施回数
受講対象
者数
（Ａ）

受講者数
（Ｂ）

受 講 率
（Ｂ）／（Ａ）

回 人 人 ％ 回 人 人 ％
平成８年度 ２，２４３ ３４５，３４９ ３４０，７１６ ９８．７ １，４６２ ４９，８６４ ４９，３４５ ９９．０

９ ２，１８０ ３５１，３３３ ３４６，３３４ ９８．６ １，３８１ ５１，２０５ ５０，５０５ ９８．６
１０ ２，１６１ ３５０，６６１ ３４５，３４４ ９８．５ １，４４４ ５２，０７７ ５１，２４６ ９８．４
１１ ２，１６３ ３５０，３１４ ３４１，６５６ ９７．５ １，４８８ ５５，３５５ ５１，７８４ ９３．５
１２ ２，２９１ ３４９，３３５ ３３９，９２３ ９７．３ １，６４４ ５３，６０５ ５２，４８０ ９７．９

注 警察庁資料による。
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５ 自動車運送事業者等の行う運行管理の充実

（１）運行管理者制度の充実

運行管理者の業務の範囲を拡大するとともに，

運行管理者の資質の向上を図るため，旅客自動車

運送事業に対して運行管理者資格試験制度を導入

した。

（２）自動車運送事業者等に対する指導監督の充

実

自動車運送事業者が適切な乗務員の労働時間管

理を行えるよう，休憩又は睡眠のための時間及び

休息のための時間が十分確保される勤務時間及び

乗務時間の判断基準を明確に示すとともに，法令

遵守の徹底を図るため，違反に対する処分基準を

示した。

（３）事故情報の多角的分析の実施

事業用自動車の事故に関する情報の充実を図る

ため，自動車事故報告規則（昭２６運輸省令１０４）

について，報告対象事故，報告内容の見直しを行っ

た。また，陸運支局を活用した自動車運送事業者

に係る事故やニアミス情報の収集を充実強化し

た。

（４）運行管理者等に対する指導講習の充実

運行管理業務の更なる充実を図るため，運行管

理者業務の基礎知識，一般知識及び事故再発防止

に関する必要な知識を充足するために運行管理者

が受講すべき講習や資質ある者が経験年数に足る

知識を得るための講習について基準を明確化し

た。

６ 交通労働災害の防止等

（１）交通労働災害の防止

全産業で発生した労働災害のうち死亡災害につ

いてみると，交通事故による死亡者は，全体の死

亡者数の３１．５％を占め，特に陸上貨物運送事業で

は，事業の特性から交通事故によるものが７５．１％

を占めている（第１－１８表）。

交通労働災害防止のためのガイドライン（平６

労働省通達）を事業場に周知徹底するとともに，

ガイドラインに基づく対策が効果的に実施される

よう，陸上貨物運送事業労働災害防止協会等と連

携して，交通労働災害防止指導員により事業場に

対する個別指導等を実施し，事業場における交通

労働災害防止のための管理体制の確立，無理のな

い走行計画の策定など自動車等の適正な走行管理

等の推進を図った。また，交通労働災害防止担当

管理者及び自動車運転業務従事者に対する教育の

推進を図った。

（２）運転者の労働条件の適正化

ア 自動車運転者の労働条件確保のための監

督指導等

自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を

第１－１８表 労働災害による死者数中交通事故による死者数の占める割合の推移

年

全 産 業 陸 上 貨 物 運 送 業

労働災害
全死者数
（Ａ）

道路上の
交通事故
（Ｂ）

その他の
交通事故
（Ｃ）

交通事故
の比率
｛（Ｂ）＋
（Ｃ）｝/
（Ａ）

労働災害
全死者数
（Ａ）

道路上の
交通事故
（Ｂ）

その他の
交通事故
（Ｃ）

交通事故
の比率
｛（Ｂ）＋
（Ｃ）｝/
（Ａ）

人 人 人 ％ 人 人 人 ％
平成９年 ２，０７８ ５７０ ２８ ２８．８ ２９０ １９７ ０ ６７．９
１０ １，８４４ ５２１ ２７ ２９．７ ２２５ １６０ １ ７１．６
１１ １，９９２ ６０８ １６ ３１．３ ２７０ ２０５ ２ ７６．７
１２ １，８８９ ５９０ １１ ３１．８ ２７１ １９７ ０ ７２．７
１３ １，７９０ ５５２ １１ ３１．５ ２４１ １８０ １ ７５．１

注 厚生労働省資料による。
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図り，もって交通事故の防止に資するため，労働

基準法（昭２２法４９）等の関係法令及び自動車運転

者の労働時間等の改善のための基準（平元労働省

告示７）の遵守を図るため，自動車運転者を使用

する事業場に対し，監督指導を実施した（第１－

１９表）。

イ 相互通報制度等の活用

交通関係行政機関が，相互通報制度等を活用

し，連携を密にすることにより，各機関が協力し

て自動車運送事業者等の労務管理及び運行管理の

適正化を図った。

ウ 労務管理改善指導の推進

民間有識者を自動車労務改善推進員として委嘱

し，改善基準の徹底等労務管理に関する事項につ

いて指導・援助を行った。

７ 道路交通に関する情報の充実

（１）道路交通情報の充実

多様化する道路利用者のニーズにこたえるた

め，道路利用者に対し必要な道路交通情報を提供

することにより，安全かつ円滑な道路交通を確保

するとともに，光ファイバーネットワーク，マイ

クロエレクトロニクス等の新たな情報技術を活用

しつつ，車両監視用テレビ（ITV），路側通信シ

ステム，車両感知器，道路標識，交通情報板等の

既存の情報収集・提供体制の充実を図った。

また，平成１３年６月の道路交通法改正により，

民間事業者が正確かつ適切に交通情報を提供でき

るよう，国家公安委員会が交通情報の提供に関す

る指針を作成，公表することや，道路の混雑の状

態や目的地までの旅行時間を予測する事業を行う

民間事業者が届出をすべきことなどの規定が整備

された。

さらに，高度道路交通システム（ITS）の一環

として，運転者に渋滞状況等の道路交通情報を提

供する道路交通情報通信システム（VICS）の整

備・拡充を積極的に図ることにより，交通の分散

を図り，交通渋滞を解消し，交通の安全と円滑化

を推進した。

都道府県公安委員会においては，車両感知機等

の情報収集装置，各種情報提供装置の整備等交通

管制センターの高度化等により，交通情報収集・

提供機能の充実を図った。また，交通管制センター

を中心として，各種警察活動や他機関との情報交

換を通じて広範な交通情報を収集するとともに，

フリーパタン式交通情報板等の効果的運用，（財）

日本道路交通情報センター及び報道機関との連携

強化等を図ることによって，積極的に一般道路利

用者のニーズに応じた情報を提供し，交通流の適

切な配分・誘導に努めた。さらに，行楽期におけ

る大渋滞，台風及び地震等による大規模な交通障

害に際しては，交通実態を把握し，適切な交通規

制及びう回路の設定を行うほか，広報活動，交通

情報の提供等の措置を講じた。加えて，新交通管

理システム（UTMS）の構想に基づき，システ

ムの充実，キーインフラである光ビーコンの整備

等の施策の推進を図った。

道路管理者においては，道路標識の整備に努め

るとともに，道路パトロールの強化，道路モニター

制度の活用，車両監視用テレビ（ITV），車両感

知器，気象観測装置等の情報収集装置の整備及び

路上工事等の情報を収集するシステムの開発を

図った。また，他機関との情報交換等により，道

路の危険箇所，交通状況等の道路情報を迅速かつ

的確に収集し，これらの情報を道路情報板，路側

通信，トンネル内ラジオ再放送施設，テレビ，ラ

ジオ，新聞等により広く一般に提供するととも

に，一般からの電話照会への対応やファクシミリ

第１－１９表 自動車運転者を使用する事業場に対する監

督指導結果（平成１３年）
事項

重点対象区分
監督実施

事業場数

改善基準告示

違反事業場数

トラック関係 １，７４２ ９０８

バス業 ４３ ２１

ハイヤー・タクシー業 ３７６ ２０６

その他 ２４０ ９８

注 １ 厚生労働省資料による。
２ 「改善基準告示違反事業場数」欄は，何らかの
改善基準告示違反が認められた事業場数である。
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による情報サービス等を行うほか，道路管理者相

互の連絡体制を強化して道路情報の効果的利用が

図られるよう努めた。

また，一般の道路利用者に必要な道路交通情報

をより一元的かつ広域的に提供するため，（財）日

本道路交通情報センターの情報提供サービスの向

上を図るよう指導した。

（２）危険物輸送に関する情報提供の充実等

危険物の輸送時の事故による大規模な災害を未

然に防止し，災害が発生した場合の被害の軽減に

資する情報提供の充実等を図るため，イエロー

カード（危険有害物質の性状，処理剤及びその調

達先等事故の際必要な情報を記載した緊急連絡

カード）の携行，関係法令の遵守，乗務員教育の

実施等について危険物運送事業者の指導を強化し

た。

また，危険物運搬車両の交通事故による危険物

の漏洩等が発生した場合に，安全かつ迅速に事故

処理等を行うため，危険物データベース及び危険

物に対応することの可能な装備資器材の整備を

図った。

さらに，危険有害物質運搬車両に関しては，国

連勧告に基づく危険有害物質の表示・特定の仕組

みも含め，その表示の在り方について検討した。

（３）気象情報等の充実

道路交通に影響を及ぼす台風，大雨，大雪，強

風，霧，地震，津波，火山噴火等の自然現象につ

いて，的確に実況監視を行い，適時適切な予報・

警報等を発表・伝達して，事故の防止及び被害の

軽減に努めた。

ア 気象監視体制の整備

! 静止気象衛星業務の整備

気象業務の改善等を図るため静止気象衛星「ひ

まわり５号（GMS－５）」の運用を行うととも

に，５号の後継機となる運輸多目的衛星新１号（平

成１５年夏打上げ予定）及び新２号（１６年夏打上げ予

定）を製作している。

" 気象レーダー観測業務の整備

福岡管区気象台管内の３箇所のレーダーの更新

を行い，気象レーダー観測網の充実を図るととも

に，沖縄気象台管内レーダーのデジタル化装置の

改良更新を行った。

# 地上気象・地域気象観測業務の整備

気象の観測精度の向上を図り，的確に気象現象

を把握するため，地上気象観測装置１６台の更新を

行った。また，地域気象観測システム（AMeDAS）

については，積雪深計１４台の更新を行った。

$ 台風・集中豪雨雪等観測予報体制の強

化

平成１２年度末に更新したスーパーコンピュータ

システムを活用して，台風強度予報を４８時間先ま

で延長するなど，台風・集中豪雨雪等の監視・予

報体制を強化した。

% 気象資料伝送網の更新整備

データ伝送の高速化及び端末コンピュータの処

理能力の向上を図り，地方気象台等が発表する注

意報，警報等の精度向上及び迅速な処理を図るた

め，気象資料伝送網（沖縄 L-ADESS）を更新整

備した。

イ 地震・津波・火山監視業務の整備

! 地震・津波監視業務の整備

地震・津波に関する的確な防災情報を提供する

ため，津波予報区を全国６６に細分化し，予想され

る津波の高さをメートル単位の具体的な数値で発

表する津波予報を実施しているほか，地方公共団

体が整備した震度計のデータの地震情報への活用

の推進，沖縄気象台の地震津波監視システム

（ETOS）の更新，南西諸島における地震観測施

設の整備など，防災情報の充実，監視体制の強化

を図った。また，関係機関の地震に関するデータ

に加え，地震に関する基盤的調査観測網のデータ

を収集し，その成果を防災情報等に活用するとと

もに，地震調査研究推進本部地震調査委員会に提

供するなどの観測体制の連携を強化した。

" 火山監視業務の整備

火山活動を的確に監視して，火山情報を適時適

切に発表し，関係機関等に伝達している。平成１２

年６月からの三宅島（東京都）の火山活動に伴い，

その監視体制を強化した。また，火山監視・情報

センターを全国４箇所に設置して，迅速かつ的確
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第１－30図　自動車保有台数の推移�に火山活動に関する情報を国や地方自治体等の防

災対策を行う機関へ伝達する体制を強化した。

ウ 気象知識の普及等

気象・地象・水象の知識の普及など気象情報の

利用方法等に関する講習会等の開催，広報資料の

配付等を行ったほか，防災機関の担当者を対象に

予報，警報等の伝達等に関する説明会を開催し

た。

（４）災害発生時における情報提供の充実

災害発生時において，道路の被災状況や道路交

通状況を迅速かつ的確に収集・分析・提供し，復

旧対策の早期立案や緊急交通路，緊急輸送路等の

確保及び道路利用者等への道路交通情報の提供等

に資するため，地震計，車両監視用テレビ，車両

感知器，道路交通に関する情報提供装置・通信施

設，道路管理情報システム等の整備を推進すると

ともに，大規模な地震や火山噴火，豪雨・豪雪等

の災害に関し，インターネット等 ITを活用した

道路の点検結果や被災状況等の災害情報等の提供

を推進した。

また，大規模な災害や交通障害発生時における

各種警察活動を支援するため，交差点間を大容量

ネットワークで接続する光伝送交差点支援システ

ムを整備した。

第４節 車両の安全性の確保

１ 車両保有台数の推移

（１）自動車保有台数の推移

平成１３年１２月末現在の自動車保有台数は約

７，６６６万台であり，前年に比べて８０万台（１．１％）

増加し，自動車１台当たりの人口は１．６５人（１３年

３月末現在）となった（第１－３０図）。

自動車保有台数を用途別及び車種別にみると，

小型乗用自動車が約２，７９４万台と最も多数を占

め，全自動車台数の３６．４％を占めている。これに

次いで普通乗用自動車が約１，４８１万台で１９．３％，

軽四輪乗用自動車が約１，０７９万台で１４．１％となっ

ており，この３種類で全体の６９．８％を占めてい

る。また，対前年増加率では，軽四輪乗用自動車

９．０％，普通乗用自動車６．２％等が目立っている（第

１－２０表）。

（２）原動機付自転車保有台数の推移

平成１３年４月１日現在の原動機付自転車保有台

数は約１，０７０万台となり，前年に比べて２８万台

（２．６％）減少している。第１種原動機付自転車

が全原動機付自転車の８７．４％に上っているが，台

数は前年に比べて３．０％減少，第２種原動機付自

転車は０．５％増加している。

注 １ 国土交通省資料により，各年１２月末現在の値である。

２ 第１種及び第２種原動機付自転車並びに小型特殊自

動車を除く。
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